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水再生プラザ敷地境界等臭気測定業務 

仕 様 書 
 

１ 業務内容 

 各水再生プラザの敷地境界、一部水再生プラザの排出水の臭気を測定し、悪臭防止法に基づく規

制基準の適合状況を評価した報告書を作成する（試料採取及び報告書作成を含む。）。 

 

２ 測定項目及び試料採取場所 

(1) 測定項目 

①敷地境界の臭気指数（気体） 

②排出水の臭気指数 

 ※いずれも、温度、圧力、排出口排出ガス流量等、臭気指数又は臭気排出強度の算出に必要な 

  諸項目の数値測定を含む。 

(2) 測定方法 

 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年環境庁告示第63号）による。各施設の敷地境

界の図面については、本市から提供する。本業務対象施設の敷地境界規制基準は臭気指数10以下、

排出水規制基準は臭気指数26以下である。 

 なお、通常、不快と感じない臭いについては、臭気と判断しないこと。 

(3) 試料採取場所及び検体数 

施  設  名 所  在  地 
臭 気 指 数 

敷地境界 排出水 

創成川水再生プラザ 北区麻生町8丁目1番15号 ２検体 - 

 安春川供給口（北区新琴似5条2丁目） - １検体 

拓北水再生プラザ 北区あいの里4条10丁目1番1号 ２検体 - 

伏古川水再生プラザ 東区伏古8条1丁目2番35号 ２検体 - 

茨戸水再生プラザ 石狩市花川東1000番地 ２検体 - 

豊平川水再生プラザ 白石区菊水元町8条3丁目5番1号 ２検体 - 

厚別水再生プラザ 厚別区厚別町山本645番地18 ２検体 - 

定山渓水再生プラザ 南区定山渓温泉東1丁目50番地 ２検体 - 

東部水再生プラザ 白石区東米里2172番地1 ２検体 - 

新川水再生プラザ 西区八軒9条西7丁目1番65号 ２検体 - 

手稲水再生プラザ 手稲区手稲山口265番地8 ２検体 - 

合      計 20検体 １検体 

(4) 試料採取前の注意事項 

 本市業務担当者に注意事項等を問い合わせること。採取前に付近を巡回して、敷地外の影響の

ないことを確認してから行うこと。 
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３ 測定地点 

(1) 敷地境界（10水再生プラザ） 

 業務担当職員の指示する地点（原則として風上及び風下。付近他施設の臭気など、当該水再生

プラザ以外に由来する臭気の影響がない地点を選定） 

(2) 排出水 

 創成川水再生プラザアメニティ施設安春川供給口（北区新琴似5条2丁目） 

 

４ 提出書類 

・業務代理人指定通知書（契約後直ちに） ２枚割印（労働基準監督署印は不要） 

・業務代理人経歴書（契約後直ちに）    

・試料採取日程表（試料採取前に） 

・業務完了届 

・業務報告書 

 ※業務報告書以外は所定の様式があるので、本市業務担当者と打ち合わせること。 

 

５ 業務報告書 

 業務報告書として、次のものを作成し、提出すること。構成・書式・体裁については、提出前

に報告書案（数値部分は空白等で可）を作成し、本市業務担当職員の指示を受けること。 

 (1)全体を取りまとめた報告書 ４部 

 次のものを含む報告書とすること。 

①全10水再生プラザの測定結果一覧表＊ 

 水再生プラザ名、試料採取年月日、臭気指数、臭気指数基準、基準適合状況を一覧としたも

の。 

②全10水再生プラザの臭気測定の結果を示す書類＊ 

③全10水再生プラザの測定位置図 

④全10水再生プラザ試料採取時の気象条件等の測定記録 

⑤全10水再生プラザの試料採取状況を示す写真 

⑥全10水再生プラザの官能試験時の判定記録 

⑦全10水再生プラザの官能試験状況を示す写真 

注： 上記のうち＊を付したものついては押印すること。 

(2) 全体を取りまとめた報告書をコンパクトディスクに記録したもの １枚 

 上記の内容をExcel、Word又はPDF形式の電子文書として作成し、コンパクトディスク１枚

に記録したものとすること。ただし、押印は不要とする。 

 なお、上記写真原本がデジタル機器で撮影されたものである場合には、編集等を行ってい

ない撮影写真（撮影日時以降に更新記録のないもの）を記録したコンパクトディスク又は

ＳＤカードを併せて提出すること。 

 

６ 業務従事者等の配置及び職務 

(1) 委託者は、業務担当職員（業務主任）を定め、受託者に書面で通知するものとする。また、そ
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の内容を変更したときも同様とする。業務担当職員は受託者に対して常に状況に応じた監督を行

うものとする。 

(2) 受託者は、業務代理人を定め、その経歴を添えて書面をもって委託者に通知しなければならな

い。また、その内容を変更したときも同様とする。業務代理人は、委託者との連絡調整及び業務

従事者に対する指示及び指導を行う者であり、常に連絡場所及び連絡方法等を明らかにしておか

なければならない。なお、受託者は、委託者から業務の履行に関する改善措置等がなされた場合

には、速やかに措置等をし、結果を委託者に報告しなければならない。 

 

７ 契約金額の支払い 

 総価契約の一括払いとし、業務完了後に検査を実施し、合格の場合には全額請求することができ

る。 

 

８ 留意事項 

(1) 契約締結後ただちに、業務担当職員から優先して行うことなどの業務説明を受けること。 

(2) 試料採取の日程調整等、該当水再生プラザ担当者との必要な連絡調整は受託者が行うこと。作

業日程については、該当水再生プラザ担当者と打合せ後、本市業務主任に報告すること。 

(3) 環境に配慮した業務履行 

 受託者は、受託業務における環境負荷の低減に配慮した履行に努めなければならない。特に、

次の事項について積極的に取り組まなければならない。 

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

イ ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

エ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングスト

ップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

オ 業務に係る用品等は、極力エコマーク商品等のグリーン仕様品を使用すること。 

カ 環境汚染につながる緊急事態へ備えること。 

キ 業務に関わる従業員に対し、以上の内容について自覚を持つ研修を行うこと。 

(4) その他詳細については、業務担当職員の指示によること。 

 


